
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大宮地本は、大地申第３号「労働基準法第３６条第１項の規定に基づく時間

外及び公休日の労働に関する協定」の第１回団体交渉を開催予定でしたが、大

地申第１号「ＪＲ東労組大宮地本第１８回定期大会」の発言に基づく申し入れ

の交渉において、第一項の確認事項に反する行為が明らかになりました。その

ため、議論を行ってきましたが解決に至っていません。また、今交渉に必要な

データの開示を求めていますが、いまだ開示されていません。よって今交渉の

開催に至ることが出来ませんでした。 

 健全な労使関係と現場第一主義を基に安全・安定輸送を確保できる職場を構

築するためにも、信義誠実な交渉を行わなければなりません。職場で苦労して

いる組合員のためにも不誠実な会社の対応を許さず、全職場から総力戦でたた

かい抜きましょう！ 

 次回交渉は、１０月１７日（火）、１０時００分からの予定ですが、開示さ

れなければ開催する事が出来ません。大宮地本とすれば、真摯に向き合いデー

タ開示を求めていきます。 

 


